
２ 子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり 

 

（１）心身を健やかに育む子育て環境の充実 

① 保育・教育環境の充実 

次代の担い手である子どもたちが、心身ともに健やかに、そして心豊かにたくま

しく生きる力を育むことができるよう、保育・教育環境を整備するとともに、家庭

や地域と連携して子どもを育てる環境づくりを推進します。 

■主な事業 

○保育・教育内容や活動、施設の充実 

○意見発表等の機会の充実 

○学力の充実・向上と個性を生かす教育の推進 

○社会の変化に対応する教育の推進 

 

 

② 子育てに関する相談体制の充実 

子育て関してさまざまな悩みや問題を抱えている保護者の相談に対応し、安心感

を与え適切な情報提供ができるよう、子育て関連施設での相談支援の充実に努めま

す。 

■主な事業 

○民生児童委員・主任児童委員への活動支援 

○児童福祉施設等における相談の実施 

○学校等における相談体制の充実 

 

 

③ 不登校等への対応の推進 

不登校に悩む子どもの居場所づくりやいじめなどのさまざまな悩みに対し、家庭

や学校において子どもや保護者が気軽に相談できる支援体制の充実に努めます。 

■主な事業 

○子どもへの相談支援 

 

 

④ 子どもの健全育成体制の充実 

子どもの主体性や創造性を育み、心身の健康の保持増進を図るため、子どもたち

の健全育成体制の充実を図り、地域でのスポーツ活動や小学校区単位での運動会な

どさまざまな取組みに対しての支援を行います。 



■主な事業 

○教育活動の充実 

○幼稚園、保育所と小学校の連携の推進 

○小・中学校の連携強化 

○各種スポーツ教室の開催 

○スポーツ交流事業 

○スポーツリーダーの養成 

○地元組織によるスポーツの推進 

○青少年関係団体の育成支援 

 

 

⑤ 創造性を育む体験学習の充実 

子どもが体験を通じて豊かな想像力や社会性を培うとともに、夢に向けて積極的

にチャレンジできるよう、また、学校以外においても文化や芸術等に親しんだり、

スポーツ・レクリエーション活動を楽しむなどの機会の創出と活動の活性化を推進

します。 

■主な事業 

○自然の中での体験学習の充実 

○ふるさと体験学習の推進 

○図書館事業の推進 

○国際交流の推進 

○きょうたなべ子ども会議の開催 

 

 

⑥ 子どもの居場所づくりの推進 

乳幼児期から学童期、青少年期にかけて、子どもが安全に安心して過ごし、子ど

もらしさを十分発揮できる空間を確保し、異なる世代の子どもたちが交流し、遊び

を通じて互いを尊重し、ルールを学習するなど、社会性を育んでいく子どもの居場

所づくりを推進します。 

■主な事業 

○児童館事業の推進 

○子どもの居場所づくりの推進 など 

 

 

⑦ 子育てに伴う経済的支援 

子育てに係る経済的負担が子育てを困難にしている原因の一つとされているこ



とから、出産、育児、教育などの各場面での経済的な支援を行い、子育てに伴う経

済的負担の軽減を図ります。 

■主な事業 

○各種手当の支給による支援 

○保育、教育費用の負担軽減 

○乳幼児医療費助成 など 

 

 

 

（２）子どもの人権擁護の推進 

① 子どもの権利に関する啓発 

子どもが成長する過程で関わりを持つ家庭、学校、地域の人びとそして子ども自

身が、一人ひとりの人権を大切にする心を持つように、また、子どもの自由や自己

決定を大切にする子育てができるよう人権に関する意識の醸成や人権教育の推進

に努めます。 

■主な事業 

○人権意識の高揚 

○子どもの権利、児童福祉の理念の周知 

○人権教育の充実 

 

 

② ひとり親家庭の自立支援 

ひとり親家庭の親が安心して子育てをしながら、いきいきとした自立生活を営む

ことができるよう支援するとともに、その家庭状況によって差別されることなく、

子どもたちがすくすくと育つことができる環境づくりを推進します。 

■主な事業 

○母子家庭医療費助成 

○母子家庭の日常生活支援 

○各種手当の支給による支援 

○母子父子家庭の交流促進 など 

 

 

③ 障害児施策等の充実 

障害者が持てる力を発揮し、地域社会の一員として自立した生活ができるよう、

教育・保健・福祉・医療の関係機関が連携し、療育・教育等の充実を図る中で、障

害のある子どもの健やかな成長と子育てを支援します。 



■主な事業 

○京田辺市障害者基本計画の推進 

○障害児保育・教育等の推進 

○各種手当の支給による支援 

○学校施設のバリアフリー化 など 

④ 子どもの虐待防止 

児童虐待に関わる関係機関の連携を強化するとともに、地域住民の協力を得なが

ら、ネットワーク体制を整備し、子どもの権利擁護、児童虐待の発生予防などの取

組みを進めます。 

■主な事業 

○家庭児童相談室等による養育支援 

○虐待防止ネットワーク 

○意識啓発の推進 など 

 

 

⑤ 外国人家庭や帰国子女への支援 

言語、文化等の違いにより子育て等に不安を感じている外国人や援護を要する帰

国者の子どもと保護者に対して、安心して京田辺市での暮らしが送れるよう、市民

ボランティア等とも連携しながら生活情報の提供などに努めます。 

■主な事業 

○在住外国人・留学生が住みやすいまちづくりの推進 
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